
〈指定介護老人施設〉 
事 業 所 名 特別養護老人ホーム石川県八田ホーム 

事 業 所 の 種 類 介護老人福祉施設 介護保険事業者番号 第 1770100699 

事 業 所 の 所 在 地 石川県金沢市八田町東 912 番地 

事 業 所 連 絡 先 ０７６－２５７－２３３３ 管理者 清 水 克 弥 

運 営 方 針 

１．施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、

排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機

能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるようにすることを目指す。 
２．入所者の意志及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って施設サービスを提供する。 
３．明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居

宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供するものと密接な連携に努める。 

サ ー ビ ス 内 容 
施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供

与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。 

入 所 定 員 ８２名 

従業者の種類、員数 
管理者 １名、医師 １名、生活相談員 ２名、介護職員 ３５名、看護職員 ５名、 
栄養士 ２名、機能訓練指導員 ２名、介護支援専門員 ２名、事務員 ４名 

従 業 者 の 勤 務 体 制 
日勤 介護職員 １２名、看護職員 ４名、機能訓練指導員 ２名、栄養士 ２名 
   生活相談員 ２名 介護支援専門員 ２名、 事務員 ４名 
夜勤 介護職員 ４名 宿直職員 １名 

事故発生時の対応方法 
１．施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡

を行うとともに必要な措置を講じます。 
２．施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

協 力 医 療 機 関 

金沢医科大学病院 (河北郡内灘町大学１丁目１) 城北病院（金沢市京町２０番３号） 
金沢聖霊総合病院（金沢市長町１丁目５番３０号） 浅ノ川総合病院（金沢市小坂町中８３番地） 
地域医療機能推進機構金沢病院（略称：ＪＣＨＯ金沢病院）（金沢市沖町ハの部１５番） 
城北歯科（金沢市京町２０－１５）おおひら歯科医院 (金沢市木越１丁目１５２) 

苦 情 相 談 窓 口 
窓 口 生活相談員  担当者 宮本 愛 
連絡先 TEL ０７６－２５７－２３３３   FAX ０７６－２５７－２３４８ 

利 用 料 

※別紙のとおり 
１．１月当たりの利用料には、個別機能訓練加算（Ⅰ）、看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）、夜勤職員配

置加算（Ⅰ）ロ、日常生活継続支援加算、栄養マネジメント強化加算、ＬＩＦＥ加算（科学的

介護推進加算（Ⅱ）、自立支援促進加算、ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）、個別機能訓練加算（Ⅱ）（Ⅲ）、

生産性向上推進体制加算（Ⅱ））、協力医療機関連携加算、高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）

（Ⅱ）、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)（14.0%）、が含まれています。 
２．その他、個別加算（療養食加算、看取り介護加算、外泊時加算、初期加算、退所時情報提供

加算、退所時栄養情報連携加算、口腔衛生管理加算（Ⅱ）、褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）（Ⅱ））、

は別途となります。 
３．地域区分７級地（１単位＝10.14 円）の料金計算となります。詳しくはご相談ください。 

居 住 費・食 費 
 第 1 段階 第 2 段階 第 3 段階(①) 第 3 段階(②) 第 4 段階 

居 住 費 ０円 ４３０円 ４３０円 ４３０円 ９１５円 

食  費 ３００円 ３９０円 ６５０円 １，３６０円 １，４４５円 

そ の 他 の 費 用 特に徴収するものは、ありません。 

施設の利用に当たって

の留意事項 

入所者は、施設内で次の行為をしてはならない。 
(1) 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。 
(2) けんか、口論、泥酔などで他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。 
(3) 施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 
(4) 指定した場所以外で火気を用いること。 
(5) 故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。 
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